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足羽川ダム工事事務所河川関係地震災害対策部運営計画

第１条（目 的）

この計画は、近畿地方整備局防災業務計画（令和４年１０月）第２編地震災害対策

編に基づき、足羽川ダム工事事務所における、足羽川の地震災害に関しとるべき措置

及び組織を定め、防災業務の円滑なる運営を図る事を目的とする。

第２条（河川関係地震災害対策部の設置）

前条の目的を達成するため、足羽川ダム工事事務所長は、足羽川ダム工事事務所河

川関係地震災害対策部（以下「対策部」という）を設置し、次条以下に定めるところ

により、防災業務を実施する。

第３条（防災業務）

対策部における主な防災業務は、次の各号に定めるとおりとする。

１．要員の参集及び被災家族保護

２．防災体制の発令、解除及び要員配備

３．地震情報、津波情報、土砂災害関係情報及び気象・水文情報の収集及び通報

４．電気、通信、機械等の管理、保守

５．河川の巡視

６．被害状況（一般被害を含む）の調査、収集

７. 災害復旧事業に関する事項

８．河川関係地震災害対策本部（以下、「対策本部」という）への報告

９．他の対策部及び他機関との連絡

10. その他防災上必要な事項

第４条（組織及び業務分担）

対策部の組織及び業務分担は、次のとおりとする。

１．総務班

（１）庶務会計係

（イ）渉外事務（広報を除く）に関すること

（ロ）要員の招集及び自動車の運用に関すること

（ハ）要員の給食及び健康管理に関すること

（ニ）会計及び給与に関すること

（ホ）物資の調達及び補給に関すること

（ヘ）マスコミ・一般からの問い合わせに関すること

（２）救助補償係

（イ）防災業務に基づく補償に関すること

（ロ）災害救助法に基づく応援に関すること

（ハ）要員の家族保護に関すること
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２．対策班

（１）対策係

（イ）一般被害にかかる情報の収集及び連絡に関すること

（ロ）「災害レポート」の作成、報告に関すること

（ハ）電気及び通信の確保に関すること

（ニ）地震情報、津波情報、土砂災害関係情報及び気象・水文情報の収集及び通

報に関すること

（ホ）防災体制の発令、解除及び要員配備に関すること

（ヘ）水文観測の実施に関すること

（ト）防災エキスパートとの連絡等に関すること

（チ）直轄河川災害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に関すること

（リ）対策本部への報告に関すること

（２）工務係

（イ）河川管理施設等の被害状況の把握に関すること

（ロ）直轄河川災害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に関すること

（ハ）緊急維持作業及び緊急災害復旧事業の実施に関すること

（ニ）災害復旧事業等にかかる建設機械の調達、運用に関すること

（ホ）要員、資材等の輸送に関すること。

（ヘ）その他防災業務全般にかかる情報の収集及び連絡に関すること

（ト）対策本部への報告に関すること。

３．現地対策班（災害の状況等により対策部長が設置するものとする）

（１）総務係

（イ）総務班に属する事項に関すること

（ロ）関係機関との連絡調整に関すること

（ハ）対策部への報告に関すること

（２）現地対策係

（イ）河川等の巡視及び状況把握に関すること

（ロ）緊急維持作業及び緊急災害復旧事業の実施に関すること

（ハ）対策部への報告に関すること

第５条（広報）

広報は、広報担当副所長が行うものとする。

第６条（防災体制の種類及び発令基準）

対策部長は、次の各号の１つに該当し必要と認めたときは、遅滞なくそれぞれの防

災体制を発令して編成表に従い要員を配備するものとし、その必要がなくなったとき

は、これを解除するものとする。

１．注意体制

（イ）直轄区間に影響を与える気象庁等の地震観測所（福井市豊島(気)、福井市美山

(県)、池田町稲荷(県)）で震度４の地震が発表されたとき

（ロ）対策部長が必要と判断したとき
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（ハ）河川部関係地震災害対策本部長（以下「対策本部長」という）が指示したとき

２．警戒体制

（イ）直轄区間に影響を与える気象庁等の地震観測所（福井市豊島(気)、福井市美山

(県)、池田町稲荷(県)）で震度５弱もしくは震度５強の地震が発表されたとき

（ロ）対策部長が必要と判断したとき

（ハ）対策本部長が指示したとき

３．非常体制

（イ）直轄区間に影響を与える気象庁等の地震観測所（福井市豊島(気)、福井市美山

(県)、池田町稲荷(県)）で震度６弱以上の地震が発表されたとき

（ロ）大規模災害が確認されたとき

（ハ）対策部長が必要と判断したとき

（ニ）対策本部長が指示したとき

第７条（対策本部への報告）

（イ）直轄区間に影響を与える気象庁等の地震観測所（福井市豊島(気)、福井市美山

(県)、池田町稲荷(県)）で震度５弱以上の地震が発表されたとき

（ロ）防災体制を発令又は解除したとき

（ハ）被害（一般被害を含む）が発生したとき

（ニ）災害対策基本法に基づく職員を派遣したとき及び他の対策部に対する応援をし

たとき

（ホ）対策本部長又は副部長から、報告を求められたとき

（ヘ）その他防災上必要な事項が発生したとき

第８条（他の対策部及び他機関との連絡）

対策部長は、他の対策部及び他機関と必要な事項について、それぞれの協定等に基

づいて連絡を行うものとする。

第９条（資機材等の準備）

対策部長は、平常から防災用機械の確保及び資機材の備蓄に努めるものとする。

第10条（応援）

対策部長は、必要に応じて対策本部長に応援を要請するものとする。又、府県等か

ら応援の要請があった場合は、対策部長に報告し、その指示に従うものとする。

第11条（受援）

対策部長は、足羽川ダム工事事務所が自ら管理する区間において他地整等から支援

を受けた場合には、受援体制を確保するものとする。

（イ）受援のための体制の確保

（ロ）受け入れ場所、活動拠点並びに資機材等の確保
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第12条（防災業務の優先）

防災業務は、一般事務に優先して行うものとする。

第13条（細部資料の作成）

対策部の業務を円滑に実施するため、次の資料を作成し、変更の都度修正し、防災

に関して万全を期するものとする。

１．防災体制関係（共通）

（１）災害対策部 組織編成表

（２）要員配備基準

（３）要員の携帯電話及び衛星携帯電話

（４）関係機関連絡先一覧

（５）緊急災害応急対策業務協定一覧及び防災エキスパート窓口

２．防災体制関係（地震災害）

（１）地震災害防災体制連絡系統図

（２）防災体制の種類と発令基準

（３）要員配備基準と業務内容

（４）地震災害時の情報伝達マニュアル（情報の種類及び様式）

［地震情報に関するもの］

（５）地震による注意報・警報・情報等の連絡系統図

（６）気象庁地震情報等の発令基準

３．水理水文資料関係

（１）水理水文資料収集系統図

（２）雨量・水位観測所一覧表

（３）水位流量観測所横断図・Ｈ－Ｑ曲線

４．河川巡視関係

（１）河川巡視要領

（２）河川巡視区域及び経路図

（３）携帯電話等圏外区間図

（４）重要砂防区域及び堰堤等位置図

（５）占用工作物（橋梁）調書及び位置図

５．防災施設・資機材関係

（１）車両及び防災用機械一覧表

（２）緊急時の資器材備蓄状況表

第14条（運営計画の報告）

この運営計画は足羽川ダム工事事務所長から近畿地方整備局長へ毎年４月３０日ま

でに報告するものとする。

第15条（適用期間）

この運営計画は作成した日から翌年３月３１日までとする。

ただし､その次年度の運営計画が作成されるまでは本運営計画を準用するものとする。
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細 部 資 料（地震災害）





（１）地 震 災 害 防 災 体 制 連 絡 系 統 図

水位状況
被害状況
警戒体制

情報連絡

情報連絡
警戒体制
水文状況

情報連絡

情
報
連
絡

近畿地方整備局 （河川部災害対策本部）

【河川部 水災害予報センター、河川管理課】

TEL 06-6942-1141 （代表）

06-6944-8853 （直通）

06-6942-1059 （夜間直通）

ﾏｲｸﾛ 86-3851 （水災害予報センター長）

86-3799 （FAX）

86-3519 （河川保全管理官）

【河川部 河川計画課 課長補佐（建設ダム担当）、

計画第二係】※

TEL 06-6945-6355

ﾏｲｸﾛ 86-3616

足羽川ダム工事事務所（災害対策部）

TEL 0776-27-0642

FAX 0776-27-1355

ﾏｲｸﾛ 782-351･352･283 782-400（FAX）

福 井 河 川 国 道 事 務 所（河川災害対策室）

TEL 0776-35-2877

FAX 0776-36-5131

ﾏｲｸﾛ 781-511~2

781-357～ 8(FAX)

九頭竜川ダム統合管理事務所

TEL 0779-66-5300

FAX 0779-66-5304

ﾏｲｸﾛ 783-511･512･513･514･515（指令室）

783-306（FAX）

福 井 県 河 川 課 福井県危機対策・防災課

TEL 0776-21-1111 TEL 0776-21-1111

0776-20-0480（直通） 0776-20-0308（直通）

FAX 0776-20-0696 FAX 0776-22-7617

ﾏｲｸﾛ 789-3391～ 2

池田町（総務財政課）

TEL 0778-44-8003

FAX 0778-44-6296
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（２） 防災体制の種類と発令基準（地震災害）

体制区分 体 制 発 令 基 準

（イ）直轄区間に影響を与える気象庁等の地震観測所（福井市豊島（気）、

注意体制 福井市美山（県）、池田町稲荷（県）で震度４の地震が発表されたとき

（ロ）対策部長が必要と判断したとき

（ハ）河川部関係地震災害対策本部長が指示したとき

（イ）直轄区間に影響を与える気象庁等の地震観測所（福井市豊島（気）、

福井市美山（県）、池田町稲荷（県）で震度５弱もしくは震度５強の

警戒体制 地震が発表されたとき

（ロ）対策部長が必要と判断したとき

（ハ）河川部関係地震災害対策本部長が指示したとき

（イ）直轄区間に影響を与える気象庁等の地震観測所（福井市豊島（気）、

福井市美山（県）、池田町稲荷（県）で震度６弱以上の地震が発表

非常体制 されたとき

（ロ）大規模災害が確認されたとき

（ハ）対策部長が必要と判断したとき

（ニ）河川部関係地震災害対策本部長が指示したとき

体制解除 体制の必要がなくなったとき
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（３）要員配置基準及び業務内容（地震災害）

注意 警戒 非常
班 別 体制 体制 体制 業務内容

・対策部長：防災体制の発令及び解除

対 策 部 － １ 全員 現地対策班の設置及び指名

・対策副部長（事）：広報窓口

・渉外事務（広報を除く）

総 ・要員の招集及び自動車の運転

庶務会計係 ・要員の給食及び健康管理

務 １ ２ 全員 ・会計及び給与

・物資の調達及び補給

班 ・マスコミ・一般からの問い合わせに関すること

・防災業務に基づく補償

救助補償係 ・災害救助法に基づく応援

・要員の家族保護

・一般被害にかかる情報の収集及び連絡

・「災害レポート」の作成、報告

・電気及び通信の確保

・地震情報、津波情報、土砂災害関係情報、気象及び水文

対 策 係 情報の収集及び通報

・防災体制の発令、解除及び要員配備

対 ・水文観測の実施

・防災エキスパートとの連絡等

策 ２ ３ 全員 ・直轄河川災害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業

・対策本部への報告

班 ・河川管理施設等の被害状況の把握

・直轄河川災害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業

・緊急維持作業及び緊急災害復旧事業の実施

工 務 係 ・災害復旧事業等にかかる建設機械の調達、運用

・要員、資材等の輸送

・その他防災業務全般にかかる情報の収集及び連絡

・対策本部への報告

現 ・総務班に属する事項

地 上 記 ・関係機関との連絡調整

対 現地対策係 ４ ４ よ り ・対策部への報告

策 ７ ・河川等の巡視及び状況把握

班 ・緊急維持作業及び緊急災害復旧事業の実施

※

※ 現地対策班は、災害の状況等により対策部長が設置及び指名するものとする。

（注） １ 長期にわたる場合は、３班にわけるものとする。

２ 対策部長は、必要に応じて人員の増減を行うことができる。
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（４）地震災害時の情報伝達マニュアル

（事務所及び府県から本局への伝達）

（目 的）

第１条 事務所（管理所を含む。）及び府県（以下「事務所等」という。）から本局河川部

（以下「本局」という）へ地震災害時の情報を的確かつ迅速に伝達し、もって緊急かつ

適切な対応に資することを目的とする。

（伝達する情報の種類）

第２条 事務所等から本局へ伝達する情報は、表１～８によるものとする。なお、主なものは

次のとおりである。

１. 地震・津波情報

２. 防災体制指令

３. 地震災害・津波災害・河岸崩落報告

４．緊急復旧情報

５．その他

（情報伝達の時期、手段及び内容）

第３条 事務所等から本局への情報伝達の時期・手段及び内容等については、表１～７に示す

とおりとする。

なお、地震・津波・河岸崩落報告、被害状況などによって、資料の追加等がある場合

は、その都度本局から指示するものとする。
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検
対

象
河

川
・

点
検

実
施

状
況

・
点

地
震

様
式

-
1

本
局

↓
発

生
し

た
時

か
ら

点
検

終
了

検
結

果
速

報
（

第
１

報
）

（
地

震
、

津
波

点
検

に
よ

り
被

害
発

生
確

認
時

、

本
局

情
報

連
絡

班
ま

で
時

）
情

報
連

絡
班

(
直

轄
）

か
ら

各
班

（
直

轄
）

へ
連

絡

○
気

象
庁

が
津

波
警

報
（

補
助

○
地

震
発

生
状

況
・

気
象

庁
の

津
波

警
報

津
波

様
式

-

区
間

を
含

む
）

発
令

し
た

時
・

津
波

情
報

・
警

報
対

象
河

川
・

点
検

結
1
,
2

総
括

班
は

各
事

務
所

の
地

震
様

式

か
ら

津
波

襲
来

時
ま

で
果

速
報

（
第

２
報

以
降

）
（

地
震

、
津

波
－

１
を

地
震

総
括

様
式

－
１

に
集

時
）

約
と

り
ま

と
め

○
河

岸
被

害
が

発
生

し
た

場
合

○
河

岸
崩

落
状

況
・

河
岸

崩
落

被
害

情
報

崩
落

様
式

-
1

・
第

１
報

は
速

や
か

に
・

避
難

状
況

等
・

復
旧

活
動

状
況

等
（

河
(
1
)
(
2
)

・
第

２
報

以
降

は
適

宜
速

や
か

に
岸

崩
落

時
）

④
緊

急
復

旧
情

報
事

務
所

工
務

担
当

○
メ

ー
ル

（
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
○

緊
急

復
旧

状
況

に
つ

い
て

○
応

急
対

策
工

法
地

震
様

式
-
2

本
局

↓
及

び
マ

イ
ク

ロ
適

宜
速

や
か

に
○

緊
急

復
旧

情
報

様
式

－
7
A

対
策

班
か

ら
各

班
へ

連
絡

本
局

対
策

班
様

式
－

8
様

式
－

7
A

様
式

－
8
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河
川

地
震

災
害

時
の

情
報

伝
達

（
事

務
所

→
本

局
）

表
－

２

情
報

の
種

類
伝

達
ル

ー
ト

伝
達

手
段

伝
達

の
時

期
伝

達
内

容
使

用
様

式
備

考

⑤
ダ

ム
状

況
事

務
所

情
報

連
絡

担
当

○
メ

ー
ル

○
震

度
４

以
上

の
地

震
発

生
後

○
震

後
点

検
様

式
ダ

－
３

↓
及

び
マ

イ
ク

ロ
直

ち
に

付
録

－
２

本
局

情
報

連
絡

班

(
直

轄
)

⑥
電

気
通

信
設

備
状

況
事

務
所

電
気

通
信

設
備

○
メ

ー
ル

○
状

況
確

認
後

直
ち

に
○

電
気

通
信

設
備

点
検

報
告

電
状

－
２

本
局

担
当

及
び

マ
イ

ク
ロ

被
害

状
況

一
覧

表
に

記
入

↓
（

電
状

－
１

）

本
局

電
気

通
信

班
電

気
通

信
班

か
ら

各
班

へ
連

絡

⑦
機

械
設

備
状

況
事

務
所

機
械

設
備

担
当

○
メ

ー
ル

○
状

況
確

認
後

直
ち

に
○

機
械

設
備

状
況

総
括

報
告

機
状

－
３

本
局

↓
及

び
マ

イ
ク

ロ
○

対
策

部
機

械
関

係
被

災
・

復
旧

状
況

機
状

－
４

被
害

状
況

一
覧

表
に

記
入

本
局

機
械

班
機

状
－

５
（

機
状

－
１

）

機
状

－
６

機
械

班
か

ら
各

班
へ

連
絡

機
状

－
1
0

機
状

－
1
1

⑧
そ

の
他

事
務

所
情

報
連

絡
担

当
○

メ
ー

ル
○

発
生

の
都

度
様

式
－

7
A

↓
及

び
マ

イ
ク

ロ
等

そ
の

他

本
局

情
報

連
絡

班

（
直

轄
）
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（５）地震による注意報・警報・情報等の連絡系統図

ＦＡＸ

福井地方気象台

ＴＥＬ ０７７６－２４－００６９

ＦＡＸ ０７７６－２４－００６４

福井河川国道事務所 河川管理課

ＴＥＬ ０７７６－３５－２７７１

ＦＡＸ ０７７６－３６－５１３１

ﾏｲｸﾛ ７８１－５１３～４・５１１～２

（河川情報室及び河川災害対策室）

７８１－３３１（河川管理課）

７８１－３５７・３５８（ＦＡＸ）

足羽川ダム工事事務所 調査設計課

ＴＥＬ ０７７６－２７－０６４２

ＦＡＸ ０７７６－２７－１３５５

ﾏｲｸﾛ ７８２－３５１・３５２・２８３

７８２－４００（ＦＡＸ）

近畿地方整備局 水災害予報センター･河川管理課

ＴＥＬ ０６－６９４２－１１４１

０６－６９４４－８８５３（直通）

０６－６９４２－１０５９（夜間直通）

ﾏｲｸﾛ ８６－３８５１（水災害予報センター長）

８６－３７９９（ＦＡＸ）

８６－３５１９（河川保全管理官）

各

課

に

連

絡

池田町 総務財政課

ＴＥＬ ０７７８－４４－８００３

ＦＡＸ ０７７８－４４－６２９６
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管内地震観測所一覧

気象庁 福井市豊島２－５－２ 36 03.3 136 13.4

福井市美山町７－１ 35 59.4 136 21.6

今立郡池田町稲荷３５－４ 35 53.4 136 20.4

福井市豊島

福井県

福井市美山町

池田町稲荷

震度観測点名称 観測者

（６） 気象庁地震情報等の発令基準

所在地
位置(世界測地系)

緯度(度分) 経度(度分)

福井県地域防災計画資料より抜粋
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地震・津波情報等について（気象庁の資料を転載）

１．津波警報・注意報、津波情報、津波予報について

地震発生後、津波による災害の発生が予想される場合、順次津波警報・注意報、津波情報を発表

しています。

（１）津波警報・注意報

津波による災害の発生が予想される場合に、地震が発生してから約３分（一部の地震※につい

ては最速２分以内）を目標に津波警報（大津波、津波）または津波注意報を津波予報区単位で発

表します。

種 類 発 表 基 準 発表される津波の高さ

大津波 予想される津波の高さが高いところで３ｍを超える ３ｍ超

場合。

津波警報

津 波 予想される津波の高さが高いところで１ｍを超え、 ３ｍ

３ｍ以下の場合。

津波注意報 予想される津波の高さが高いところで０．２ｍ以上、 １ｍ

１ｍ以下の場合であって津波の恐れがある場合。

※ 日本近海で発生し、緊急地震速報の技術によって精度の良い震源位置やマグニチュードが迅速に求められる地震

（２）津波情報

津波警報・注意報を発表した場合には、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなどを津

波情報で発表します。

種 類 内 容

津波到達予想時刻・ 予想される津波の高さ 各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波

に関する情報 の高さを発表します。

各地の満潮時刻・津波 の到達予想時刻に関 主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表しま

する情報 す。

津波観測に関する情報 実際に津波を観測した場合に、その時刻や高さを発表

します。

沖合の津波観測に関する情報 沖合で観測した津波の時刻や高さ、および沖合の観測

地から推定される沿岸での津波到達時間や高さを津波

予報区単位で発表します。
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（３）津波予報

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報で発表し

ます。

発表される場合 内 容

津波が予想されないとき 津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表します。

0.2ｍ未満の海面変動が予想されたとき 高いところでも0.2ｍ未満の海面変動のため被害の心

配はなく、特段の防災対応の必要がない旨を発表しま

す。

津波注意報解除後も海面変動が継続すると 津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続す

き る可能性が高いため、海に入っての作業や釣り、海水

浴などに際しては十分な留意が必要である旨を発表し

ます。

（４）津波予報区について

気象庁は、津波警報・注意報を発表すると、全国の沿岸を６６に分けた津波予報区ごとに、予

想される津波の高さと到達予想時刻をお知らせしています。これらの津波予報区は、地形により

異なる津波の現れ方の特徴を調査した上で、警報・注意報が発表されたときの自治体などの関係

防災機関での緊急対応も考慮して設定されています。

津波警報・注意報等の発表区域は以下の通り。（福井県周辺抜粋）
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国
土

交
通

省
近

畿
地

方
整

備
局

■
最
寄
り
の
事
務
所
等
（
事
務
所
長
（
代
行
含
む
）
）
が
、
初
動
情
報
を
本
局
へ
伝
達
（

発
災

後
2
5
分

以
内

に
メ

ー
ル

）
①

②

■
連
絡
担
当
者
は
、
情
報
を
選
ん
で
速
や
か
に
本
省
へ
伝
達
（
メ
ー
ル
）

③
-1

■
班
長
は
、
社
会
的
影
響
の
大
き
い
情
報
を
速
や
か
に
本
省
へ
伝
達
（
電
話
）
③
-2

★
伝
達
す
る
情
報
は
、
火
事
発
生
、
建
物
被
害
、
停
電
、
け
が
人
な
ど
の
有
無
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
機
能
状
況
、

新
幹
線
等
の
脱
線
の
有
無
、
落
橋
、
破
堤
な
ど
公
共
被
害
の
状
況
。

被
害
が
な
い
場
合
は
「
被
害
な
し
」
。

特
に
、
本
省
は
、
「
新
幹
線
情
報
・
所
管
施
設
・
死
亡
情
報
が
重
要
」

■
本
省
災
害
対
策
室
は
、
状
況
に
よ
っ
て
、
直
接
最
寄
り
の
事
務
所
長
へ
電
話
連
絡
す
る
こ
と
が
あ
る
。

①

⾃
ら周

辺
状

況
を

確
認

事
務

所
職

員
等

か
らの

情
報

収
集

震
度

５
弱

以
上

を
観

測
した

地
域

の
最

寄
りの

事
務

所
⻑

（
代

⾏
含

む
）

②
メ

ー
ル

本
省

災
害

対
策

室

2
5
分

ル
ー

ル
の

運
用

方
法

（
イ）

事
業

調
整

官
（

ロ）
環

境
調

整
官

（
ハ

）
総

括
技

術
検

査
官

（
ニ）

⼯
事

品
質

調
整

官
（

4名
の

輪
番

制
）

︓
25

分
ル

ー
ル

の
流

れ

2
5
分

ル
ー

ル
：

管
内

で
震

度
５

弱
以

上
（

気
象

庁
発

表
）

の
地

震
が

観
測

さ
れ

た
場

合
に

実
施

※
地

震
発

生
後

は
、

携
帯

電
話

が
多
数

の
防

災
関

係
メ
ー

ル
を

受
信

し
て
ボ

タ
ン

操
作

が
困
難

な
場

合
が

あ
る
た

め
、

2
5
分

ル
ー
ル

運
用

時
に

は
携
帯

電
話

の
受

信
表

示
設
定

※
を

通
知

優
先

※
で

な
く

操
作

優
先

に
切

り
替

え
る
こ

と
※
携

帯
電

話
の

機
種

に
よ
り

機
能

の
有

無
、
機

能
名

は
異

な
る

※
社

会
的

影
響
の

大
き

い
情

報
は

電
話

（
③

-2
）
と

メ
ー

ル
（

③
-1

）
の

両
方

軽
微

な
情

報
は
メ

ー
ル

（
③

-
1）

の
み

連
絡

担
当

者
*

班
⻑

（
4名

の
輪

番
制

）

③
-2

電
話

本
部

員
標

題
︓

FW
;【

30
分

】第
○

報
○

○
事

務
所

Ｔ
Ｏ

︓
hq

t-
bm

ai
l8

0@
gx

b.
m

lit
.g

o.
jp

Ｔ
Ｏ

︓
kk

r-
bo

us
ai

-k
in

ki
pc

@
gx

b.
m

lit
.g

o.
jp

標
題
：
【
30
分
】
第
○
報

○
○
事
務
所
<
被

害
有
り
o
r被

害
無
し
>

Ｔ
Ｏ

：
kk

r-
bo

us
ai

30
m

in
@

gx
b.

m
lit

.g
o.

jp
 

△
△
事
務
所

△
△
県
（
府
）
△
△
市
△
△
周
辺
に
つ
い
て

【
必
須
項
目
】

○
庁
舎
の
状
況

○
庁
舎
周
辺
の
状
況

〇
そ
の
時
点
で
の
事
務
所
体
制

（
参
集
人
数
、
指
揮
官
等
）

○
重
大
な
施
設
被
害
等
の
発
生
有
無
（
※
上
記
の
★
印
参
照
）

○
そ
の
他
必
要
な
情
報
（
※
被
害
な
し
も
重
要
な
情
報
）

【
報
告
者
/役

職
△
△

氏
名
△
△

△
△
】

（
災

対
室

ｐ
ｃ

含
む

）

メー
ル

③
-1

*

１
．

管
理

係
⻑

(松
葉

)
Te

l 0
90

-4
39

0-
87

43
２

．
地

震
防

災
係

員
(⼀

⼆
三

)
Te

l 0
90

-5
42

8-
00

44

災
害

対
策

本
部

本
局

防
災

担
当

者

発
災

時

防
災

室
⻑

災
害

対
策

マ
ネ

ジ
メン

ト室
⻑

総
括

防
災

調
整

官

防
災

情
報

調
整

官

（
イ）

（
ロ）

（
ハ

）

（
ニ）

必
ず

２
つ

の
メ

ー
リ

ン
グ

リ
ス

ト
宛

に
送

信
す

る
こ

と
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国
土

交
通

省
近

畿
地

方
整

備
局

標
題

：
【
3
0
分

】
第

○
報

○
○

事
務

所
<
被

害
有

り
o
r被

害
無

し
>
 

Ｔ
Ｏ

：
kk

r-
b
o
u
sa

i3
0
m

in
@

gx
b
.m

lit
.g

o
.jp

 

△
△

事
務

所
△

△
県

（
府

）
△

△
市

△
△

周
辺

に
つ

い
て

【
必

須
項

目
】

①
庁

舎
の

状
況

②
庁

舎
周

辺
の

状
況

③
そ

の
時

点
で

の
事

務
所

体
制

（
参

集
人

数
、

指
揮

官
等

）
④

重
大

な
施

設
被

害
等

の
発

生
有

無
（
※

下
記

の
★

印
参

照
）

⑤
そ

の
他

必
要

な
情

報
（
※

被
害

な
し

も
重

要
な

情
報

）

【
報

告
者

/
役

職
△

△
氏

名
△

△
△

△
】

★
伝

達
す

る
情

報
は

、
火

事
発

生
、

建
物

被
害

、
停

電
、

け
が

人
な

ど
の

有
無

、
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
の

機
能

状
況

、

新
幹

線
等

の
脱

線
の

有
無

、
落

橋
、

破
堤

な
ど

公
共

被
害

の
状

況
。

被
害

が
な

い
場

合
は

「
被

害
な

し
」
。

特
に

、
本

省
は

、
「
新

幹
線

情
報

・
所

管
施

設
・
死

亡
情

報
が

重
要

」

○
各

事
務

所
長

か
ら

、
本

局
へ

の
報

告
は

2
5
分

以
内

に
。

○
2
5
分

ル
ー

ル
の

適
用

条
件

に
つ

い
て

、
下

記
の

と
お

り
今

後
運

用
。

①
～

③
：

本
事

務
所

で
震

度
５

弱
以

上
が

観
測

さ
れ

た
場

合
に

報
告

④
～

⑤
：

首
長

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

を
構

築
す

る
市

町
村

に
お

い
て

、
震

度
５

弱
以

上
が

観
測

さ
れ

た
場

合
に

報
告

以
上

を
、

2
5
分

以
内

に
収

集
で

き
る

範
囲

内
で

報
告

（
運

用
）
【
2
5
分

ル
ー

ル
の

適
用

条
件

】
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